
0

「責任ある外国人労働者受入れプ
ラットフォーム（JP-MIRAI）」
相談・救済パイロット事業説明会

2022年5月1８日

JP-MIRAI
共同事務局 国際協力機構（JICA）



プログラム
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時間（目安） プログラム 登壇者

１６：３０~１6：32 開会 司会

１６：３2~１6：50 JP-MIRAI相談・救済パイロット事
業の背景と概要

JICA国内事業部 次長（市民参加推
進担当）兼 外国人材受入支援室長
奥村

16:50~17:05 開設する相談窓口について
国際活動市民中心（CINGA） 新
居

17:05~17:10 相談・救済パイロット事業への申
込方法・スケジュール

JICA国内事業部 外国人材受入
支援室 江場

17:10~17:25 JP-MIRAIポータルについて
JICA国内事業部 外国人材受入
支援室 山田

17:25~17:35 ADRについて 東京弁護士会 神村

17:35~18:00 質疑応答・意見交換



2

JP-MIRAI概要
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【JP-MIRAI とは?】
日本国内の外国人労働者の課題解決に向けて、2020年に民間企業・自治体・NPO・学
識者・弁護士など多様なステークホルダーが集まり設立された任意団体

責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム (JP-MIRAI)
Japan Platform for Migrant Workers towards Inclusive Society

【会員数の推移】

2020年11月16日 設立時の会員数 51団体・個人

2022年5月11日時点 会員数 446団体・個人

団体 数 個人 数

事業会社 130 研究者 36

業界団体 8 弁護士・行政書士・社労士 45

人材紹介企業 32 その他個人 86

監理団体・登録支援機関 46

送り出し機関 7

自治体 6

NPO／NGO 49

大使館 1
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背景： 「ビジネスと人権」に関する動向 ～企業の危機感

2011年 国連人権理事会「ビジネスと人権に関する指導原則」採択

2015年 「英国現代奴隷法」制定（世界各国で同様の法制化）

2020年 米国国務省「人身取引報告書」（日本が「要監視」に格下げ）

2020年 日本政府「『ビジネスと人権』に関する行動計画（2020ー2025）」発表

2021年 米国国務省「人身取引報告書」（日本は引き続き「要監視」）

ドイツ・サプライチェーン法成立（施行は2023年から）

①グローバル企業：CSR報告書の情報開示が機関投資家の行動に大きく影響

②CSR監査への対応 （例：日本マクドナルドが取引先のCSR監査で、技能実習生
の手数料返還勧告）

③自動車業界：ドイツのSC法施行に向けて、仕組みづくりが必要

個社では難しい取組みをマルチステークホルダーで実現へ
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「責任ある外国人労働者受入れ」のための5つの行動原則
• 原則1. 私たちは、外国人労働者の受入れに当たり、関係法令を遵守します。

• 原則2. 私たちは、外国人労働者の人権を尊重し労働環境・生活環境を把握し、課題の解決に努めます。

• 原則3. 私たちは、働く場と生活の場の両方で、外国人労働者との相互理解を深め、信頼関係を醸成します。

• 原則4. 私たちは、日本及び国際社会の発展と安定に貢献するため、外国人労働者の能力開発に尽力します。

• 原則5. 私たちは、プラットフォームの取り組みを日本国内及び世界に発信していきます。

【JP-MIRAIとは?】
日本国内の外国人労働者の課題解決に向けて、2020年に民間企業・自治体・
NPO・学識者・弁護士など多様なステークホルダーが集まり設立された任意団
体

2020/11/16設立フォーラム

責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム (JP-MIRAI)
Japan Platform for Migrant Workers towards Inclusive Society

【私たちが目指す社会】 （「行動原則」から）

国連持続可能な開発目標（SDGs）や国連ビジネスと人権に関する指導原則な

どにおいて、外国人労働者の権利を保護し、労働環境・生活環境を改善するこ

とは、世界的な社会課題とされています。

日本においても、働く外国人が増え経済社会の重要な一翼を担う中、これらの

課題解決に真摯に取り組み、責任をもって外国人労働者を受入れ、「選ばれる

日本」となることが重要です。

私たちは、外国人労働者が安心して働き生活できるディーセントワークの実現

を通じて、包摂的な経済成長と持続的な社会の実現を目指します。
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１．外国人労働者への情報提供・現状把握

1-1．JP-MIRAIポータルサイト（アプリ）業務

1-2.外国人労働者の現状分析及び関連業務

３．企業・団体の取組みの支援

3-1．外国人労働者の受入れに関わる調査研究業務

3-2．会員の取組みの促進・支援業務

3-3. 企業の人権DD・苦情処理メカニズム構築支援業務

3-4. 研修・勉強会等業務

２．外国人労働者の相談・救済窓口

2-1． JP-MIRAI相談救済窓口業務

2-2. 相談関係団体ネットワーク業務

2-3. 外国人労働者ADRセンター業務

４．会員間の協力

４-1． 外国人労働者に対する緊急支援

4-2. 将来の人材確保に向けた取り組み

５．国内・海外への発信

5-1. 地域イベント支援と国内メディアへの露出拡大

5-2. 国際社会への発信

5-3. JP-MIRAIの活動を共有するコミュニケーションツールの制作

5-4. 次世代育成 ～JP-MIRAI Youth

JP-MIRAIの主要事業
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相談・救済パイロット事
業の背景・概要
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2021年7～8月実施
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JP-MIRAI「相談・救済」公開研究会 第4回「研究会の報告を踏まえた今後の方向性」発表資料より
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JP-MIRAI「相談・救済」公開研究会 第4回「研究会の報告を踏まえた今後の方向性」発表資料より
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JP-MIRAI「相談・救済」公開研究会 第4回「研究会の報告を踏まえた今後の方向性」発表資料より
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将来像

パイロット事業
実施主体 対象

企業による取組み
（企業ロット）

（一社）JP-MIRAI
サービス

参加企業傘下の外国人労働者

実施基盤整備
（JICAロット）

JICA JP-MIRAI会員のうち自治体、NPO法人等の支援団体、
その他個人等の会員、並びにその他の会員が非営利で
活動を行う場合（以下「JP-MIRAI対象会員」とい
う。）及びJP-MIRAI対象会員が関わる外国人労働者

●外国人労働者の相談・救済対応を通じて、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく
①人権デューデリジェンスの仕組み確立への貢献、②日本初の相談・救済メカニズムの確立
のモデルケースづくりを行う
●「誰ひとり取り残さない」というSDGsの理念に基づき、既存の行政サービス等で対応が
困難であった外国人労働者を対象に相談・救済窓口を開設するとともに、外国人労働者を支
援する関係者間のネットワークづくりを行う

パイロット事業（実施基盤整備）目的
・本格運用に向けた制度構築・仕組みづくり及びネットワーク構築を行う

JP-MIRAI相談・窓口設置目的
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パイロット事業概念図

外国人労働者

１．「JP-MIRAIポータル（アプリ）」

業務内容： ①情報提供（ＦＡＱ含む）、②相談入口

敷居が低い
早期相談窓口

要支援ライン

トラブルの
最小化支援

トラブル回避
情報サイト

問合せ対応

提携（伴走連携）パートナー
JP-MIRAI会員の自治体・NPO・士業（プロボ
ノ）などで研修を受けたパートナーが伴走協力
（段階的拡充）

地方・関係機関とのネットワークを強化

第3者による
紛争解決

非司法型救済メカニズムの出口として
準司法的手続を設け、深刻化する案件
のフォロー体制を構築

事件性有りライン
（弁護士法72条）

4．東京弁護士会紛争解決センター内専門ADR

敷居の低い母国語相談

母国語情報の充実

公的機関等で対応可能な
ものは窓口紹介

2. 相談窓口 ★委託により実施
業務内容：

(1)母国語相談受付（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、
西語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語、タガログ語）
(2)問合せ対応（専門ユニット）
(3)対応状況入力・フォローアップ
(4)相談事例のコンテンツ化

3. 伴走支援 ★上記②実施業者が相談員を配置
業務内容：

外国人労働者自力の解決が難しい事案、又は深刻化するリスクが高い事
案について、(1)電話伴走、(2)対面伴走を行う。

支援
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「外国人労働者相談・救済パイロット事業（実施基盤整備）」
（JICAロット）実施要領

（１）目的

①仕組み構築： 様々な在留資格の外国人労働者（特に脆弱層）を対象に、JP-MIRAIポータル（アプリ）、
相談窓口・伴走支援等の展開を行い、将来の仕組み構築に貢献する

②ネットワーク構築：JP-MIRAI会員（自治体、NPO等）との情報交換・レベルアップ、将来的な伴走支援体
制構築。会員の後方支援

（２）業務内容 ：①JP-MIRAI会員（自治体、NPO等）が支援対象とする外国人労働者向け相談窓口の試行的構
築（多言語相談窓口、伴走支援、ADR利用案内）

②外国人労働者からの相談内容を整理、FAQ化してJP-MIRAIポータルで公開
③JP-MIRAI会員（自治体、NPO等）向けの研修や連絡会開催 （公的機関にも参加呼びかけ）

（３）試行構築する相談窓口

①期間： 2022年5月23日窓口開設予定～2023年4月末日まで

②対象者： JP-MIRAI会員のうち自治体、NPO法人等の支援団体、その他個人等の会員、並びにその他の会
員が経済的利益を得ないで利用する場合（以下「JP-MIRAI対象会員」という。）及びJP-MIRAI対象会員
が関わる外国人労働者

③利用方法：自治体、NPO法人等の支援団体、その他個人等の会員は申込みなしで利用可能（追ってチラシ
をメールで送付）。その他の会員等の場合は申込み後、JP-MIRAI事務局からチラシを送付予定。

（４）パイロット事業実施主体 ： JICA （委託先： 特定非営利活動法人国際活動市民中心（CINGA））
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ネットワーク構築

本事業の中でJP-MIRAI対象会員を対象とした研修会や定期的な連絡会
議等を企画・開催し、ネットワークを構築する予定。

• JP-MIRAI会員等を対象とした研修会
• 年6回程度開催
• 相談対応について検証し、ケースワーク等を通じて対応方法を学

ぶことができるものを想定。内容検討中。

• JP-MIRAI対象会員との連絡会議
• 相談対応等の報告等を行い、関係組織の情報共有及び対応につい

て検討することを目的に開催予定。
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諮問委員会

【諮問委員】

連合東京 大辻事務局次長

帝人フロンティア 岡本氏

東京弁護士会 神村弁護士

味の素 中尾氏
JETRO 山田氏

BHR 蔵元弁護士

【オブザーバー】

全日本金属産業労働組合協議会（金属労協／JCM） 平川事務局次
長／国際局長
出入国在留管理庁

厚生労働省

経済産業省

諮問委員会：
企業ロットの実施にあたり、政労使・専門家等で構成される諮問委員会を設置し、四半期
毎に委員会を開催する。委員の助言のもと、公平で中立的な事業運営を行う。
同委員会ではJICAロットの実施にも助言を得る。
委員委嘱予定者は以下のとおり。
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FAQ（よくある質問と回答）
質問 回答

地域における伴走はどのように
実施しますか

各地域で伴走対応が必要なケースについては、窓口内の伴走
支援チームによる直接対応に加え、全国の伴走連携パートナ
ーと共に対応する予定です（具体的な実施方法は検討中）。

費用はかかりますか JICAロット対象分については、パイロット事業期間（2023年
4月末迄）は無料です。

自治体のワンストップ窓口や他
の相談窓口とどう違うのですか

・本窓口では、伴走支援やADR利用案内等で外国人の問題解
決をできるだけ追及することを目指しています。
・本窓口は、国連「ビジネスと人権」指導原則で求められる「非
国家基盤型」の救済メカニズムを協働型で実現することを目
指しています。その実現のための基盤整備が本パイロット事
業（JICA実施分）の目的です。
また、そのために試行開設する本窓口では、既存の窓口の『後
方支援』を行うことも目的とし、例えば外国人が最近増えつつ
ある基礎自治体のご担当者などからの相談にも対応すること
ができます。さらに、ネットワーク構築も目的の1つにしており、
既存窓口との連携・情報共有に努めます。
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相談窓口

（愛称：JP-MIRAIアシスト）
について



JP-MIRAIアシスト
外国人相談窓口について

特定非営利活動法人

国際活動市民中心（CINGA）



ＣＩＮＧＡとは・・・

NPO法人国際活動市民中心
Citizen‘s Network for Global Activities≪CINGA/シンガ≫
特徴：外国人の支援を行う専門家集団

弁護士、行政書士、心の相談、労働相談、社会福祉士、社会

保険労務士、通訳者日本語教師、メディア関係者、協会職

員などが専門性を活かして市民活動を行っています。

http://www.cinga.or.jp/
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外国人総合相談支援センター（新宿）

市役所や国際交流協会などで多言語相
談窓口を開設

東京都新型コロナ生活相談センター

新型コロナウイルス感染症への対応と
して20年4月より緊急立上げ
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●●
●

月曜日～土曜日

１０：００～１８：００

８言語＋やさしいにほんご

５月２３日（月）にスタートします
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JP-MIRAIアシスト相談対応チーム

JP-MIRAI会員 JP-MIRAI
ポータル

関係機関

相談
調整

• 通訳

• 支援提供

• ネットワーク

メール
電話
チャット相談

他相談所での実務経験の

あるスタッフ １２名

社会保険労務士２名

弁護士／行政書士２名

８か国語＋やさしい日本語

（英語／中国語／スペイン語／ポルトガル語

／インドネシア語／タガログ語／ミャンマー語／

ベトナム語 他ネパール語なども随時対応）

月～土 10:00-18:00

個人 企業

通訳

支援団体

国際交流協会

行政・公共団体

（１）相談対応チーム

（２）伴走支援チーム

（３）専門相談チーム

（４）ADR対応チーム



相談対応 仕事・生活・教育・医療・福祉など、様々な領域に
わたる相談対応を多言語で行います。

専門相談 在留資格や法律にかかわる相談に応えます。外
国人対応に実績のある弁護士や行政書士が担当します。

伴走支援 電話や対面で、当事者に寄り添い、ともに解決
を目指します。必要に応じ、外部の支援団体と協力します。



・職場でトラブルがあり、ハラスメントを受けていて困っている。日本

語があまりできない。体調不良を感じている。（外国人当事者）

・工場に勤めているが、妊娠した。日本の会社はどのような制度があ

るのか。やめさせられないか不安だがどう伝えればよいか。（外国人

当事者）

・新たに〇〇の国の人を雇うことになったが、在留資格や手続きが不

明なことがある。（企業人事担当）

外国人労働者や対応者を取り巻く、あらゆる生活や制度に対応
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相談・救済パイロット事業への
申込方法・スケジュール
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【委託】NPO法人国際活動市民中心 （CINGA)

JP-MIRAI非営利会員（自治体、NPO等支援
団体、その他個人等の会員）が支援する外国
人労働者（約4千人）＋関係者

パイロット事業（実施基盤整備：JICAロット）

パイロット事業参加企業及びその関連法人が
雇用する外国人労働者（最大2万人）＋関係
者

パイロット事業（先行企業による取組み：企業ロット）

【実施主体】 JICA

【資 金】 JICA予算

【対象者】

諮問委員会

労働組合、企業代表、専門家、関係省庁（オブザーバー）等

ADR利用

【実施主体】 東京弁護士会内専門ADRセンター

2つのパイロット事業の関係

【実施主体】 一般社団法人 JP-MIRAIサービス
【資 金】 民間企業資金（参加法人負担）

【対象者】

【委託】NPO法人国際活動市民中心 （CINGA)

相談窓口（9言語）＋伴走支援事業 相談窓口（9言語）＋伴走支援事業

【委託】NPO法人国際活動市民中心（CINGA)

支援組織ネットワーク事業
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対象会員

JP-MIRAI非営利会員（自治体、
NPO等支援団体、その他個人等の会
員）が支援する外国人労働者（約4千
人）＋関係者

パイロット事業（JICA実施基盤整備）

【実施主体】 JICA

【資 金】 JICA予算

【対象者】

【委託】NPO法人国際活動市民中心
（CINGA)

相談窓口（9言語）＋伴走支援事業

【委託】NPO法人国際活動市民中心（CINGA)

支援組織ネットワーク事業

【JICAロット対象会員】

JP-MIRAI会員のうち、

非営利で外国人の支援を行う方々(※)
＋支援される外国人本人

※自治体、国際交流協会、NPO・NGO、
研究者、その他個人の会員

士業の方々・その他の会員については、
経済的利益を得ない活動に限り、申し込みを条

件に利用が可能

※本窓口は経済的利益を得ない活動に限りご利用いただけます。
※監理団体・登録支援機関の法定業務に関しては相談窓口での対応

はできません。
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https://forms.office.com/Pages/Respo

nsePage.aspx?id=Qvyp64hVMU2KT

m4b950xwOFxo0BVqnpCsLTT6-

7DNSFUQ0hEMk9NMjNXWlRNWjZG

TVc3OEVLNFpWUi4u

対象会員以外の方の申し込みフォームはこちら

• お申込みいただいた皆様には、5営業日を目途に専用QRコード付きのチラシをJP-MIRAI

事務局より送付します。
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今後のスケジュール

JP-MIRAI会員向け説明会

5月18日

相談窓口オープン

対象会員向け広報資料・チラ

シデータ送付

5月23日(月)予定

JP-MIRAIアプリリリース

（予定）

7月上旬

東京弁護士会ADRセンタ

ー開設（予定）

6月下旬以降

伴走連携パートナーとの連携

ネットワーク構築（研修等）

夏以降
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JP-MIRAIポータル

について



日本を目指す全ての外国人に！JP-MIRAIポータル
日本での暮らしや就労に役立つ情報提供と、「声」の把握

【基本的な機能】

外国人労働者向け情報提供

日本で働く外国人の在留資格・
キャリア、働き方、日本語・
技能学習のための情報、日本の
外国人材関連ニュース etc.

外国人労働者の「声」をビジネスと人権・指導原則への対応へ

定点調査*
•定点調査（毎年）は、
全ての外国人材が対象
•アンケート票への回答
を通じた外国人材自身
の実態（満足度・問
題・悩み等）の把握

外国人労働者ユーザー登録 ソーシャルログイン・属性情報を任意登録

企業・団体掲載（承認制）*
• 送出機関、人材派遣、監理団体、企業
等承認団体の掲載。

• 基本情報＋実績、手数料、求人情報
（リンク）等掲載

フィードバック*
•送出機関・監理団体、
受入企業に関する法令
項目、労働・生活環境
等に関するフィードバ
ック受付

相談窓口(JP-MIRAI
アシスト）

•電話・メール・チャ
ットによる受付
•ログ（自動翻訳付）
進捗管理、集計
•進捗管理

民間サービス（リンク）*
• 外国送金、携帯電話・保険・住宅・ECサ
イトなど

外国人労働者の声（マクロ分析）*
•出身国・在留資格・業種・居住地別集計
•政策提言に向けた整理

受入企業・団体等へのフィードバック*
•企業向けに、人権デューデリジェンスの取組
に資する情報提供（随時モニタリング）

相談・救
済メカニ
ズムへ

政府等外
部サイト
へ誘導

※当面は対象者を限定

【目的】

1. 外国人労働者への情報提供を通じた問題最小化
2. ビジネスと人権・指導原則への対応を推進
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*今後
検討
予定



ポイント

1. 来日前・中、後の全てを通じた外
国人材への情報発信

2. FRESC（外国人在留支援センタ
ー）、OTIT（外国人技能実習機
構）を始めとする公的機関及び多
くの民間企業等と連携したコンテ
ンツの拡充

※当面、対象者限定

9言語対応
（やさしい日本語・
英・中・ベトナム・タ
ガログ・インドネシ
ア・ミャンマー・ポ

ルトガル・スペイン）

各在留資格
に対応

日本での
暮らし・就労に

役立つ
情報提供

▼PC画面イメージ

日本を目指す全ての外国人に！JP-MIRAIポータル
日本での暮らしや就労に役立つ情報提供と、「声」の把握
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日本を目指す全ての外国人に！JP-MIRAIポータル
日本での暮らしや就労に役立つ情報提供と、「声」の把握
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地域に住む・普段繋がりのある外国人労働者の方々が、「より簡単に、より気軽に」困りごとを相談できるよう、
ちらし配布の際、ぜひ、JP-MIRAIポータルユーザー登録についてもご案内ください！

JP-MIRAIアシスト利用に必要なもの

ちらし（各会員固有のQRコード付） インターネット環境（ない場合は固定電
話での相談も可能※緊急の場合に限り）

JP-MIRAIポータルへの
ユーザー登録
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JP-MIRAIポータルのユーザー未登録の場合

①ちらしのQRコードを読み込む ②JP-MIRAIアシストのマイページから「新規登録」を
選択（＝JP-MIRAIポータルユーザー登録）

③メールアドレスと
パスワードで登録完了

JP-MIRAIアシスト
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JP-MIRAIポータルのユーザー未登録の場合

④登録したメールアドレスと
パスワードでログイン

⑤JP-MIRAIアシストのマイページ画面から相談ツール（チ
ャット・IP電話・電子メ―ル）を選んで相談開始

JP-MIRAIアシスト



39

ADR（裁判外紛争解決手続）

について

東京弁護士会 神村弁護士
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質疑応答
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ありがとうございました。
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https://jp-mirai.org/jp/2022/9470/

問い合わせ：info@jp-mirai.or.jp

企業ロットへのお問い合わせはこちらから

https://jp-mirai.org/jp/2022/9470/
mailto:info@jp-mirai.or.jp
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JP-MIRAIご入会のお申込みはこちらから

詳細はこちらから

https://jp-
mirai.org/jp/contact/

●入会申請後、事務局にて確認
↓
●手続き完了のご案内
（2週間程度）

お問い合わせはこちらへ：ask@jp-mirai.org

https://jp-mirai.org/jp/contact/

